
                                      
 

 

福岡市東区地域包括ケア推進会議設置要綱  

 
（設置目的） 

第 1 条 高齢者が、個人として尊重され、人生の最期まで住み慣れた地域で、自立した生活を安心

して続けることができるよう、保健（予防）、医療、介護、生活支援、住まいが一体的に切れ目なく提

供される地域包括ケアシステムの実現を目指して、区における地域づくりや資源開発、多職種間

のネットワーク構築、権利擁護等の推進を図るため、関係機関・団体及び行政等の代表者からな

る東区地域包括ケア推進会議（以下「区推進会議」という。）を設置する。    

 

（所掌事務） 

第 2 条 区推進会議は、次に掲げる事項を所掌し、区における地域包括ケアの推進に必要な検討、

協議を行う。 

(1) 地域の関係機関・団体等のネットワーク構築に関すること 

(2) 高齢者地域支援会議や圏域連携会議では解決できない地域課題の抽出・検討に関するこ

と 

(3) 区の課題解決に必要な地域づくり・資源開発に関すること 

(4) 区の課題解決に必要な政策形成に関すること 

(5) その他、区における地域包括ケアの推進に関し必要な事項 

 

（組織） 

第 3 条  区推進会議は、次に掲げる関係団体等から選出された委員をもって組織する。 

(1) 介護サービス及び介護予防サービスに関する事業者並びに職能団体等 

(2) 医療サービスに関する事業者及び職能団体等 

(3) 介護保険以外の地域資源を担う関係団体等 

(4) 地域における権利擁護、相談事業等を担う関係者団体等 

(5) 福岡市 

 

（任期） 

第 4 条 委員の任期は３年とし再任を妨げない。ただし、任期中であっても委員がその本来の職を離

れたときは、委員の職を失うものとする。 

２ 後任委員の任期は前任者の残任期間とする。 

 

（運営） 

第 5 条 区推進会議には、会長、副会長をそれぞれ１人置く。 

２ 会長及び副会長は、委員の互選によってこれを定める。  

３ 会長は、区推進会議を代表し、会務を総理する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 
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（会議） 

第 6 条 区推進会議は、会長が招集する。 

２ 会長は必要に応じ、区推進会議に委員以外の者を出席させて意見又は説明を求めることができ

る。 

（部会） 

第 7 条 区推進会議は、必要に応じて次の部会（ワーキング会議）を設置する。 

(1) 在宅医療・介護部会 

(2) 権利擁護部会 

(3) 生活支援・介護予防部会 

(4) その他、地域包括ケアの推進のために必要と認められるもの 

２ 原則として、各部会（ワーキング会議）の検討状況は、区推進会議へ報告する。 

 

（会議の公開） 

第 8 条 区推進会議は原則公開とする。ただし、会議における協議の内容が、福岡市情報公開条例

第 7 条各号に掲げる情報（非公開情報）に関するものであるとき、又は、会議を公開することによ

り、当該会議の適正な運営に著しい支障が生じると認めるときは、この限りではない。 

２ 会議の傍聴に係る手続きその他傍聴に関して必要な事項は、別に定める。 

 

（秘密保持義務） 

第 9 条 委員及びその他会議に出席した者は、会議において知り得た非公開情報を他に漏らしては

ならない。 

 

（事務局） 

第 10 条 区推進会議の事務局を東区保健福祉センター地域保健福祉課に置く。 

 

（報告） 

第 11 条 事務局は、区推進会議で検討、協議された内容を、福祉局生活福祉部地域包括ケア推進

課に報告する。 

 

（その他） 

第 12 条 この要綱に定めるもののほか、区推進会議の運営に必要な事項は別に定める。 

 

附 則   

１ この要綱は、平成 27 年１１月３０日から施行する。 

２ 最初の区推進会議は、第 6 条第 1 項の規定にかかわらず、東区保健福祉センター所長が招集す

る。 

３ 東区高齢者サービス調整会議設置要綱は廃止する。 

附 則   

この要綱は、令和 6 年 4 月 1 日から施行する。 



１．東区地域包括ケア推進会議および各専門部会に所属

機関・団体名
地域包括ケア
推進会議

在宅医療・
介護部会

生活支援・
介護予防部会

権利擁護部会

福岡市東区医師会 ○ ○
東区病院代表 ○ ○
東区認知症サポート医 ○ ○ ○
東区歯科医師会 ○ ○
東区薬剤師会 ○ ○
福岡県看護協会１地区支部 ○
東区医療ソーシャルワーカー ○ ○ ○
東区介護支援専門員連絡会 ○ ○ ○ ○
福岡市老人福祉施設協議会 ○ ○
東区自治組織会長会 ○ ○
東区ねんりんクラブ連合会 ○ ○
東区民生委員・児童委員協議会 ○ ○ ○
東区校区社会福祉協議会会長会 ○ ○
東区衛生連合会 ○ ○
東区公民館館長会 ○ ○
福岡県弁護士会 ○ ○ ○
福岡県司法書士会 ○ ○ ○
認知症の人と家族の会 ○ ○
東警察署 ○ ○
東消防署 ○
東区保健福祉センター ○
保健医療局保健所 ○

２．各専門部会にのみ所属　

機関・団体名
地域包括ケア
推進会議

在宅医療・
介護部会

生活支援・
介護予防部会

権利擁護部会

東区食生活改善推進員協議会　 ○
福岡県理学療法士会 ○
東区小規模多機能連絡会 ○
東区訪問看護ステーション連絡協議会 ○
福岡東在宅ケアネットワーク ○
福岡県介護福祉士会 ○
福岡県医療ソーシャルワーカー協会 ○
東区事業所ネットワーク ○

３．その他

所属名
地域包括ケア
推進会議

在宅医療・
介護部会

生活支援・
介護予防部会

権利擁護部会

福岡市社会福祉協議会　東区社協事務所 ○ ○ ○

４．事務局

所属名
地域包括ケア
推進会議

在宅医療・
介護部会

生活支援・
介護予防部会

権利擁護部会

東区保健福祉センター地域保健福祉課 ○ ○ ○ ○

令和７年度　東区地域包括ケア推進会議　および　各専門部会の委員
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　　　　　　　　　地域包括ケアに関する推進体制について

各種会議について　　　
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※上記の推進体制において，個別支援から政策形成までの各機能が有効に発揮され，施策化されたものが市民へと還元されていく。　

【地域包括ケアシステム推進会議】

◆地域包括ケアに関すること
◆市レベルのネットワーク構築
◆区・センターへのフィードバック
◆施策への反映，予算への反映

など

【市地域包括支援センター運営協議会】

◆前年度事業報告・今年度事業計画報告
◆実績評価
◆区・センターの取り組み報告
◆区・センターへのフィードバック

など

【高齢者地域支援会議】

◆地域課題の発見
◆地域課題の解決のための
具体的な取り組みの検討，実施

◆地域団体とのネットワーク構築 など

生活支援・介護予防部会
R7.10.28

在宅医療・介護部会
R7.10.23

個別支援

【圏域連携会議】
◆地域課題の抽出
◆上記の地域課題に対する対応策を検討
◆関係機関とのネットワークを構築

など

【東区 地域包括ケア推進会議】R7.11.19
◆「高齢者地域支援会議」や「圏域連携会議」では解決できない地域課題の抽出
◆地域課題の検討及び解決に向けた取組に関する協議
◆権利擁護に関する啓発、関係機関の連携づくり
◆地域包括支援センターの活動に関する情報発信，意見交換，協議
◆関係機関の協力体制を構築するための専門部会の設置
◆地域包括ケア推進に向けた地域づくりや多職種間でのネットワークづくり など

個別支援 個別支援

【地域包括ケア推進会議】
<目的> 区における地域包括ケアの推進に向けて地域づくりや資源開発，

多職種間のネットワーク構築，権利擁護の推進などを図るため，
各機関の代表者などから成る推進会議を設置する。
なお，同会議において，地域包括ケア推進の中核的役割を担う

地域包括支援センターについて，より地域に密着した活動の実現を
目指し、情報発信や意見交換等を行う。

<事務局>各区地域保健福祉課
<参加者>職能団体，介護事業者，民生委員，自治協議会，社会福祉協議会，

衛生連合会，地域包括支援センター など
<部会について>
・「在宅医療・介護部会」：医療と介護のネットワークが構築され，効率的・効果的で
きめ細かなサービスの提供を目指す。
・「生活支援･介護予防部会」：高齢者が社会的役割を持つことが生きがいや介護
予防につながるため，同一部会で高齢者への多様な生活支援の提供のしくみを
併せて協議し，地域における高齢者支援と生活支援の基盤づくりを目指す。
・「権利擁護部会」高齢者の権利擁護や虐待への連携した取り組みについて協議。
・なお，部会については，保健・医療・介護・福祉などの分野で実働する職員
を中心に構成し，会議，研修会，意見交換会，事例勉強会等を行うものとする。

【市地域包括支援センター運営協議会】
<目的> 福岡市地域包括支援センターの適切な運営，公正・中立性の確保

その他センターの円滑かつ適正な運営を図る。
<事務局>地域包括ケア推進課
<参加者>介護事業者，職能団体，介護保険の被保険者，地域ケアに関する

学識経験者 など

【地域包括ケアシステム推進会議】
<目的> 福岡市の地域包括ケアシステム構築に向けて，行政及び関係団体

等が，主体的な取組みを行うとともに，相互の連携強化を図り，システム
のあり方を検討する。

<事務局>地域包括ケア推進課
<参加者>職能団体，介護事業者，地域包括ケアに関する学識経験者 など

【圏域連携会議】
<目的> 圏域における多職種連携のためのネットワーク構築や個別支援会議に

おいて事例検討抽出された地域課題の検討を行う。
また，事例検討などを通し，専門職種の質の向上を図る。

<事務局>地域包括支援センター（当面は、各区地域保健福祉課が支援する）
<参加者>地域課題の解決に貢献できる者・団体，介護事業所，訪問看護，

医療機関 など
例）居宅介護支援専門員，訪問看護師，医師，民生委員，自治協議会

など

【高齢者地域支援会議】
<目的> 個別課題の解決を図るため，校区等における地域の共助力

（見守り等の生活支援）を醸成するネットワーク構築を行う。
また，個別課題の蓄積等により地域における課題を発見し，

上記ネットワークを活用して解決に向けた取り組み等について検討する。
＜事務局＞ 区地域保健福祉課／地域包括支援センター
＜参加者＞ 地域課題の解決に貢献できる者・団体 など

例）民生委員，自治協議会，社会福祉協議会，衛生連合会 など

【個別支援】
事例に応じた多職種による個別の連絡調整とタイムリーな支援
※個別ケース検討は，地域包括支援センターがコーディネイト機能を担う。

専門的知見を活かした
取組みの推進

権利擁護部会
R7.10.29

ケアマネ等との
ネットワークづくり会議

地域包括支援
センター連絡会議

介護予防事業所
等との連絡会議

処遇困難事例

医療部会

介護部会

保健(予防)部会

生活支援部会

住まい部会

共助による取組みの推進

・小学校区全体での取り組み
・町内会での取り組み
・組単位での取り組み

認知症支援部会
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